
診断書

障害により長時間勤務が
困難なことを会社に伝えたが、
考慮してもらえなかった

視覚障害があり、
レストランでメニューの読み上げを

依頼したが、断られた

聴覚障害があり、
窓口で筆談を申し入れたが、

断られた

障害を理由にスポーツジム
等の入会を断られた

盲導犬を連れた人の
入店を拒否する

本人を無視して、
介助者や手話通訳者に

話しかける
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不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供をしないこと

※令和3年6月4日公布の改正法により、公布の日から3年以内に法的義務になります。

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

してはいけない

しなくてはならない（法的義務）

してはいけない

行政機関等 民間事業者

するように努力する※

　障害者差別解消法では、行政機関や地方公共団体、会社やお店
などの民間事業者を対象に「障害を理由とする差別」の禁止を定め
ています。「障害を理由とする差別」には、 と
　　　　　　　　　　　　　　　 の2種類があります。

不当な差別的取扱い
合理的配慮の提供をしないこと


